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ひ
と
り
親

家
庭
へ

の
支
援

施
策

に
つ

い
て

厚
生
労
働
省
子
ど
も
家
庭
局

家
庭
福
祉
課
母
子
家
庭
等
自
立
支
援
室

※
20
16
年
2月

23
日
決
定

「
す
く
す
く
サ
ポ
ー
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
ロ
ゴ
マ
ー
ク

1



母
子
家
庭
・
父
子
家
庭
の
現
状

 
母
子
世
帯
 

父
子
世
帯
 

１
 
世
帯
数
［
推
計
値
］
 

１
２

３
.
２
万

世
帯
 
  

(
１
２
３
.８

万
世
帯

) 
  

１
８

.７
万
世

帯
  

 
(
２
２
.３

万
世
帯

) 
 
 

２
 
ひ
と
り
親
世
帯
に
な
っ
た
理
由

 
離
婚

 ７
９
.
５
％

 (
８
０

.８
％
)
 

死
別

  
 
８
.
０
％

 (
 
７

.５
％
)
 

離
婚

 ７
５
.
６
％
 
(７

４
.３

％
)
 

死
別

 １
９
.
０
％
 
(１

６
.８

％
)
 

３
 
就
業
状
況
 

 
 ８

１
.
８
％
 
(８

０
.６

％
) 
 

 
 ８

５
.
４
％
 
(９

１
.３

％
) 
 

 

就
業
者
の
う
ち

 正
規
の
職
員
・
従
業
員
 

４
４

.２
％

 
(３

９
.４

％
) 
 

６
８

.２
％

 (
６
７

.２
％
)
  

う
ち

 自
営
業
 

３
.
４
％

 (
 
２

.６
％
)
  

１
８

.２
％

 
(１

５
.６

％
) 
 

う
ち

 パ
ー
ト
・
ア
ル
バ
イ
ト
等
 

４
３

.８
％

 
(４

７
.４

％
) 
 

 
６
.
４
％

 (
  
８

.０
％
)
  

４
 
平
均
年
間
収
入
 

［
母
又
は
父
自
身
の
収
入

］
 

２
４

３
万

円
 
(２

２
３
万
円
)
  

４
２

０
万

円
 
(３

８
０
万
円
)
  

５
 
平
均
年
間
就
労
収
入
 

［
母
又
は
父
自
身
の
就
労
収
入
］
 

２
０

０
万

円
 
(１

８
１
万
円
)
  

３
９

８
万

円
 
(３

６
０
万
円
)
  

６
 
平
均
年
間
収
入
 

［
同
居
親
族
を
含
む
世
帯
全
員
の
収
入

］
 

３
４

８
万

円
 
(２

９
１
万
円
)
  

５
７

３
万

円
 
(４

５
５
万
円
)
  

出
典
：
平
成
２
８
年
度
全
国
ひ
と
り
親
世
帯
等
調
査

 
※
（
 
 
）
内
の
値
は
、
前
回

(平
成
２
３
年
度

)調
査
結
果
を
表
し
て
い
る
。
 

※
「
平
均
年
間
収
入
」
及
び
「
平
均
年
間
就
労
収
入
」
は
、
平
成
２
７
年

（
平
成
２
２
年
）
の
１
年
間
の
収
入
。
 

※
 集

計
結
果
の
構
成
割
合
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て

、
「
不
詳
」
と
な
る
回
答
（

無
記
入
や
誤
記
入
等
）
が
あ
る
場
合
は

、
分
母

と
な
る
総
数
に
不
詳
数
を
含
め
て

算
出
し
た
値
（
比
率
）
を
表
し
て
い
る
。
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		母子世帯

		父子世帯



		１　世帯数［推計値］

		１２３.２万世帯  

(１２３.８万世帯)  

		１８.７万世帯 　

(２２.３万世帯) 　



		２　ひとり親世帯になった理由

		離婚 ７９.５％ (８０.８％)

死別   ８.０％ (　７.５％)

		離婚 ７５.６％ (７４.３％)

死別 １９.０％ (１６.８％)



		３　就業状況

		  ８１.８％ (８０.６％) 

		  ８５.４％ (９１.３％) 



		

		就業者のうち 正規の職員・従業員

		４４.２％ (３９.４％) 

		６８.２％ (６７.２％) 



		

		うち 自営業

		３.４％ (　２.６％) 

		１８.２％ (１５.６％) 



		

		うち パート・アルバイト等

		４３.８％ (４７.４％) 

		　６.４％ (  ８.０％) 



		４　平均年間収入

［母又は父自身の収入］

		２４３万円 (２２３万円) 

		４２０万円 (３８０万円) 



		５　平均年間就労収入

［母又は父自身の就労収入］

		２００万円 (１８１万円) 

		３９８万円 (３６０万円) 



		６　平均年間収入

［同居親族を含む世帯全員の収入］

		３４８万円 (２９１万円) 

		５７３万円 (４５５万円) 



		出典：平成２８年度全国ひとり親世帯等調査

※（　　）内の値は、前回(平成２３年度)調査結果を表している。

※「平均年間収入」及び「平均年間就労収入」は、平成２７年（平成２２年）の１年間の収入。

※ 集計結果の構成割合については、原則として、「不詳」となる回答（無記入や誤記入等）がある場合は、分母となる総数に不詳数を含めて算出した値（比率）を表している。











子
育

て
・
生
活

支
援

○
母

子
・
父

子
自

立
支

援
員

に
よ
る
相
談
支
援

○
ヘ

ル
パ

ー
派

遣
、
保

育
所

等
の
優
先
入
所

○
子
ど
も
の
生
活
・
学
習
支
援
事

業
等
に
よ
る
子

ど
も
へ
の
支
援

○
母
子
生
活
支
援
施
設
に
よ
る

支
援

な
ど

就
業
支
援

○
母
子

・
父

子
自

立
支
援

プ
ロ
グ

ラ
ム
の

策
定
や
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク

等
と
の

連
携

に
よ
る
就

業
支

援
の
推
進

○
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
セ
ン
タ
ー
事
業
の
推
進

○
能
力
開
発
等
の
た
め
の
給
付

金
の
支
給

な
ど

養
育

費
確
保
支
援

○
養

育
費

相
談

支
援

セ
ン
タ
ー

事
業
の
推
進

○
母

子
家

庭
等

就
業

・
自

立
支

援
セ
ン
タ
ー
等

に
お
け
る
養

育
費
相
談
の
推
進

○
「
養

育
費

の
手

引
き
」
や

リ
ー

フ
レ
ッ
ト
の
配
布

な
ど

経
済

的
支
援

○
児
童
扶
養
手
当
の
支
給

○
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
の

貸
付

就
職
の
た
め
の
技
能
習
得
や

児
童
の
修
学
な
ど

1
2
種
類
の

福
祉
資
金
を
貸
付

な
ど

ひ
と
り
親
家
庭
等
の
自
立
支
援
策
の
体
系

○
「
母
子

及
び
父
子

並
び
に
寡

婦
福
祉
法
」に

基
づ
き
、

①
国
が
基
本
方
針
を
定

め
、

②
都
道
府
県
等
は
、
基
本
方
針
に
即
し
、
区
域
に
お
け
る
ひ
と
り
親
家
庭
等
の
動
向
、
基
本
的
な
施
策

の
方
針
、
具

体
的
な
措
置
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
自
立
促
進
計
画
を
策
定
。

国
の
基
本
方
針

自
立
促
進
計
画
（
都
道
府
県
・
市
・
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
が
策
定
）
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「
す
く
す
く
サ

ポ
ー
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
(す

べ
て
の

子
ど
も
の

安
心

と
希

望
の

実
現

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
)

(注
)

（
平

成
２
７
年
１
２
月
２
１
日
「
子

ど
も
の
貧
困
対
策
会
議
」
決
定
）

○
経
済
的
に
厳
し
い
状
況
に
置
か
れ
た
ひ
と
り
親
家
庭
や
多
子
世
帯
が
増
加
傾
向
に
あ
り
、
自
立
支
援
の
充
実
が
課
題
。

○
児
童
虐
待
の
相
談
対
応
件
数
は
増
加
の
一
途
。
複
雑
・
困
難
な
ケ
ー
ス
も
増
加
。

平
成
２
７
年
８
月
２
８
日

ひ
と
り
親
家
庭
・
多
子
世
帯
等
自
立
支
援
策
及
び
児
童
虐
待
防
止
対
策
の
「
施
策
の
方
向
性
」
を
と
り
ま
と
め

→
年
末
を
目
途
に
財
源
確
保
も
含
め
た
政
策
パ
ッ
ケ
ー
ジ
を
策
定

○
就
業
に
よ
る
自
立
に
向
け
た
支
援
を
基
本
に
し
つ
つ
、
子

育
て
・
生
活
支
援
、
学
習
支
援
な
ど
の
総
合
的
な
取
組
を

充
実

○
具
体
的
に
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
が
孤
立
せ
ず
支
援
に
つ
な

が
る
仕
組
み
を
整
え
つ
つ
、
生
活
、
学
び
、
仕
事
、
住
ま

い
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
ひ
と
り
親
家
庭
を
社
会
全
体

で
応
援
す
る
仕
組
み
を
構
築

【
主
な
内
容
】

◇
自
治
体
の
窓
口
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
の
推
進

◇
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り
や
学
習
支
援
の
充
実

◇
親
の
資
格
取
得
の
支
援
の
充
実

◇
児
童
扶
養
手
当
の
機
能
の
充
実

な
ど

Ⅰ
ひ
と
り
親
家
庭
・
多
子
世
帯
等
自
立
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

○
児
童
虐
待
に
つ
い
て
、
発
生
予
防
か
ら
発
生
時
の
迅

速
・
的
確
な
対
応
、
自
立
支
援
ま
で
、
一
連
の
対
策
を

更
に
強
化
。

【
主
な
内
容
】

◇
子
育
て
世
代
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
の
全
国
展
開

◇
児
童
相
談
所
体
制
強
化
プ
ラ
ン
（
仮
称
）
の
策
定

◇
里
親
委
託
等
の
家
庭
的
養
護
の
推
進

◇
退
所
児
童
等
の
ア
フ
タ
ー
ケ
ア

な
ど

Ⅱ
児
童
虐
待
防
止
対
策
強
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

す
く
す
く
サ
ポ
ー
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

平
成
２
８
年
通
常
国
会
に
お
い
て
、
児
童
扶
養
手
当
法
改
正
法
及
び
児
童
福
祉
法
等
改
正
法
が
成
立
。

引
き
続
き
、
「
す
く
す
く
サ
ポ
ー
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
に
基
づ
き
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
支
援
策
を
着
実
に
実
施
す
る
。

※
施
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
官
・
民
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
構
築
し
民
間
の
創
意
工
夫
を
積
極
的
に
活
用
。

※
行
政
が
未
だ
実
施
し
て
い
な
い
事
業
を
民
間
投
資
に
よ
っ
て
行
い
、
行
政
が
そ
の
成
果
に
対
す
る
対
価
を
支
払
う
と
い
っ
た
手
法
等
の
先
駆
的
な
取
組
も
幅
広
く
参
考
。

（
注
）
「
す
べ
て
の
子
ど
も
の
安
心
と
希
望
の
実
現
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
の
愛
称
を
「
す
く
す
く
サ
ポ
ー
ト
・
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
決
定
（
平
成

28
年
２
月

23
日
）
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住
ま
い
を
応
援

ひ
と
り
親
家
庭
等
に
対
す
る
住
居
確
保
支
援

○
公
的
賃
貸
住
宅
等
に
お
け
る
居
住
の
安
定

の
確
保

○
ひ
と
り
親
家
庭
向
け
賃
貸
住
宅
と
し
て
の

空
き
家
の
活
用
の
促
進

○
生
活
困
窮
者
に
対
す
る
住
居
確
保
給
付
金

の
支
給

○
新
た
な
生
活
場
所
を
求
め
る
ひ
と
り
親
家

庭
等
に
対
す
る
支
援

等

生
活
を
応
援

１
子
ど
も
の
居
場
所
づ
く
り

○
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
の
終
了
後
に
生

活
習
慣
の
習
得
・
学
習
支
援
等
を
行
う

居
場
所
づ
く
り
の
実
施

３
養
育
費
の
確
保
支
援

○
地
方
自
治
体
で
の
弁
護
士
に
よ
る
養
育

費
相
談

○
離
婚
届
書
等
の
交
付
時
に
養
育
費
の
合

意
書
ひ
な
形
も
同
時
交
付

○
財
産
開
示
制
度
等
に
係
る
所
要
の
民
事

執
行
法
の
改
正
の
検
討

等

学
び
を
応
援

１
教
育
費
の
負
担
軽
減
の
推
進

○
幼
児
教
育
無
償
化
へ
向
け
た
取
組
の
段
階
的

推
進

○
高
校
生
等
奨
学
給
付
金
事
業
の
充
実

○
大
学
等
奨
学
金
事
業
の
充
実

等

２
子
供
の
学
習
支
援
の
充
実

○
高
等
学
校
卒
業
認
定
試
験
合
格
事
業
の
対
象

追
加

○
生
活
困
窮
世
帯
等
の
子
ど
も
の
学
習
支
援
の

充
実

○
地
域
未
来
塾
の
拡
充

○
官
民
協
働
学
習
支
援
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
の

構
築

等

３
学
校
を
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
し
た
子
供
や

そ
の
家
族
が
抱
え
る
問
題
へ
の
対
応

○
Ｓ
Ｓ
Ｗ
の
配
置
拡
充

○
訪
問
型
家
庭
教
育
支
援
の
推
進

等

ひ
と
り
親
家
庭
・
多
子
世
帯
等
自
立
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
（
全
体
像
）

自
治
体
窓
口
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
化
の
推
進

○
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
相
談
体
制
整
備

○
窓
口
の
愛
称
・
ロ
ゴ
マ
ー
ク
の
設
定

○
相
談
窓
口
へ
の
誘
導
強
化

○
携
帯
メ
ー
ル
に
よ
る
双
方
型
支
援

○
集
中
相
談
体
制
の
整
備

等

仕
事
を
応
援

１
就
職
に
有
利
な
資
格
の
取
得
の
促
進

○
高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金
の
充
実

○
高
等
職
業
訓
練
促
進
資
金
貸
付
事
業
創
設

○
自
立
支
援
教
育
訓
練
給
付
金
の
充
実

等

２
ひ
と
り
親
家
庭
の
就
労
支
援

○
出
張
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
の
実
施

○
マ
ザ
ー
ズ
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
で
の
支
援

○
企
業
へ
の
助
成
金
の
活
用
・
拡
充

等

３
ひ
と
り
親
が
利
用
し
や
す
い
能
力
開
発
施

策
の
推
進

○
求
職
者
支
援
訓
練
に
お
け
る
託
児
サ
ー
ビ
ス

支
援
付
き
訓
練
コ
ー
ス
等
の
創
設

○
職
業
訓
練
に
お
け
る
ｅ
ラ
ー
ニ
ン
グ

○
ジ
ョ
ブ
・
カ
ー
ド
を
活
用
し
た
雇
用
型
訓
練

の
推
進

等

社
会
全
体
で
応
援

１
子
供
の
未
来
応
援
国
民
運
動
の
推
進

○
支
援
情
報
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
の
準
備

等

２
子
供
の
未
来
応
援
地
域
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成

支
援

○
「
地
域
応
援
子
供
の
未
来
応
援
交
付
金
」
創

設

４
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
の

見
直
し

○
利
率
の
引
き
下
げ

支
援
に
つ
な
が
る

２
児
童
扶
養
手
当
の
機
能
の
充
実

○
第
２
子
・
第
３
子
加
算
額
を
倍
増

５
保
育
所
等
利
用
に
お
け
る
負
担
軽
減

○
年
収
約
３
６
０
万
円
未
満
の
世
帯
の
保

育
料
負
担
軽
減
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事
業

名
支

援
内

容
実
績
等

母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
に
よ
る
相
談
・

支
援

ひ
と
り
親
家

庭
及
び
寡
婦
に
対
し
、
生
活
一
般
に
つ
い
て
の
相
談
指

導
や
母
子

父
子
寡
婦
福
祉
資
金
に
関
す
る
相
談
・
指
導
を
行
う
。

（
勤
務
場
所
）

原
則
、
福
祉
事
務
所

（
配
置
状
況
）

１
，
７
６
４
人

（
常
勤
５
２
０
人

非
常
勤
１
，
２
４
４
人
）

（
相
談
件
数
）

７
３
８
，
０
０
１
件

ひ
と
り
親
家
庭
等
日
常
生

活
支
援
事
業

修
学
や
疾
病
な
ど
に
よ
り
家
事
援
助
、
保
育
等
の
サ
ー
ビ
ス
が
必
要

と
な
っ
た
際

に
、
家
庭
生
活
支
援
員
の
派
遣
等
を
行
う
。

（
派
遣
延
件
数
）

３
８
，
３
０
４
件

ひ
と
り
親
家

庭
等
生
活

向
上
事
業

相
談
支
援

事
業

ひ
と
り
親
家
庭
等
が
直
面
す
る
様
々
な
課
題
に
対
応
す
る
た
め
に
相

談
支
援
を
行
う
。

（
相
談
延
件
数
）

７
２
，
７
５
０
件

家
計
管
理
・
生
活
支
援

講
習
会
等
事
業

家
計
管
理
、
子
ど
も
の
し
つ
け
・
育
児
や
健
康
管
理
な
ど
の
様
々
な
支

援
に
関
す
る
講
習
会
を
開
催
す
る
。

（
受
講
延
件
数
）

１
２
，
９
１
８
件

学
習
支
援
事
業

高
等
学
校
卒
業
程
度
認
定
試
験
の
合
格
の
た
め
に
民
間
事
業
者
な

ど
が
実
施
す
る
対
策
講
座
を
受
講
し
て
い
る
親
等
に
対
し
て
、
補
習

や
学
習
の
進
め
方
の
助
言
等
を
実
施
す
る
。

（
利
用
延
件
数
）

８
，
３
３
８
件

情
報
交
換
事
業

ひ
と
り
親
家
庭
が
定
期
的
に
集
い
、
お
互
い
の
悩
み
を
相
談
し
あ
う
場

を
設
け
る
。

（
開
催
回
数
）

５
６
７
回

子
ど
も
の
生
活
・
学
習
支

援
事
業

ひ
と
り
親
家
庭
の
子
ど
も
に
対
し
、
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
等
の
終
了
後

に
基
本
的
な
生
活
習
慣
の
習
得
支
援
、
学
習
支
援
や
食
事
の
提
供

等
を
行
い
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
子
ど
も
の
生
活
の
向
上
を
図
る
。

（
利
用
延
人
数
）

２
３
２
，
３
９
１
人

母
子
生
活
支
援
施
設

配
偶
者
の
な
い
女
子
又
は
こ
れ
に
準
ず
る
事
情
に
あ
る
女
子
及
び
そ

の
者
の
監
護
す
べ
き
児
童
を
入
所
さ
せ
て
、
こ
れ
ら
の
者
を
保
護
す

る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の
者
の
自
立
の
促
進
の
た
め
に
そ
の
生
活
を
支

援
し
、
あ
わ
せ
て
退
所
し
た
者
に
つ
い
て
相
談
そ
の
他
の
援
助
を
行
う

こ
と
を
目
的

と
す
る
施
設

施
設
数
：

２
２
７
か
所

定
員
：

４
,６
４
８
世
帯

現
員
：

３
,７
８
９
世
帯

（
児
童

６
,３
４
６
人
）

子
育
て
短
期
支
援
事
業

児
童
の
養
育
が
一
時
的
に
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
、
児
童
を
児
童
養

護
施
設
等
で
預
か
る
事
業
。

シ
ョ
ー
ト
ス
テ
イ
実
施

：
８
４
５
箇
所

ト
ワ
イ
ラ
イ
ト
ス
テ
イ
実
施

：
４
１
３
箇
所

（
注

）
実

績
等

に
つ
い
て

母
子
・
父
子
自
立
支
援
員
：
平
成
２
９
年

度
末
現

在
、
母

子
生
活

支
援
施

設
：平

成
２
９
年
度

末
現
在
、

子
育

て
短

期
支

援
事

業
：
平
成
２
９
年
度
変
更
交
付
決
定
ベ
ー
ス
、

ひ
と
り
親

家
庭

等
日

常
生

活
支

援
事

業
及
び
ひ
と
り
親
家
庭
等
生
活
向
上
事
業
：平

成
２
９
年
度
実
績

ひ
と
り
親
家
庭
の
子
育
て
・
生
活
支
援
関
係
の
主
な
事
業
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ひ
と
り
親
家
庭
の
就
業
支
援
関
係
の
主
な
事
業

事
業

名
支

援
内

容

１
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
に
よ
る
支

援
・
マ
ザ
ー
ズ
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
事

業
・
生
活
保

護
受
給
者
等

就
労

自
立

促
進

事
業

・
職
業
訓

練
の
実
施

・
求

職
者

支
援

制
度

な
ど

子
育
て
女
性
等
に
対
す
る
就
業

支
援

サ
ー
ビ
ス
の

提
供

を
行

う
。

２
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立

支
援

セ
ン
タ
ー
事

業
（
Ｈ

15
年
度
創

設
）

・
平
成

29
年
度
自
治
体

実
施

率
：

97
.4
％

（
11

2／
11

5）
・
相
談
件

数
：

7万
5,

53
7件

・
就

職
実

人
数

：
5,

49
7人

母
子
家
庭
の
母
等
に
対
し
、
就

業
相

談
か

ら
就

業
支

援
講

習
会

、
就

業
情

報
の

提
供
等
ま
で
の
一
貫
し
た
就
業

支
援

サ
ー
ビ
ス
や

養
育

費
相

談
な
ど
生

活
支

援
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
。

３
母
子
・
父

子
自
立
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
策

定
事

業
（
Ｈ

17
年
度
創

設
）

・
平
成

29
年
度
自
治
体

実
施

率
：

64
.4
％

（
58

2／
90

4）
・
プ
ロ
グ
ラ
ム
策
定
数
：

6,
70

2件

個
々
の
児
童
扶
養
手
当
受
給

者
の

状
況

・
ニ
ー
ズ
に
応

じ
自

立
支

援
計

画
を

策
定
し
、
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
等
と
連

携
の

う
え
、
き
め
細

か
な
自

立
・
就

労
支

援
を
実

施
す
る
。

４
自
立
支
援
教
育
訓
練

給
付

金
（
Ｈ

15
年

度
創

設
）

・
平
成

29
年
度
自
治
体

実
施

率
：

94
.5
％

（
85

4／
90

4）
・
支
給
件

数
：

1,
96

5件
・
就

職
件

数
：

1,
61

9件

地
方
公
共
団
体
が
指
定
す
る
教

育
訓

練
講

座
（
雇

用
保

険
制

度
の

教
育

訓
練

給
付
の
指
定
教
育
訓
練
講
座
な
ど
）
を
受

講
し
た
母

子
家

庭
の

母
等

に
対

し
て
、
講

座
終
了
後
に
、
対
象
講
座
の

受
講

料
の

６
割

相
当

額
（
上

限
、
修

学
年

数
×

20
万

円
、
最
大

80
万
円
）
を
支
給
す
る
。

５
高
等
職
業
訓
練
促
進

給
付

金
（
Ｈ

15
年

度
創

設
）

・
平
成

29
年
度
自
治
体

実
施

率
：

96
.5
％

（
87

2／
90

4）
・
総
支
給

件
数

：
7,

31
2件

（
全

て
の

修
学

年
次

を
合
計

）
・
資
格
取

得
者
数
：

2,
58

5人
（
看

護
師

98
9人

、
准
看
護
師

1,
15

4人
、
保

育
士

13
2人

、
介

護
福
祉
士

43
人
等
）

・
就
職
者

数
：

1,
99

3人
（
看

護
師

87
3人

、
准
看
護
師

76
5人

、
保

育
士

11
1人

、
介

護
福

祉
士

31
人
等
）

看
護
師
な
ど
、
経
済
的
自
立

に
効

果
的

な
資

格
を
取

得
す
る
た
め
に

1年
以

上
養
成
機
関
等
で
修
学
す
る
場

合
に
、
生

活
費

の
負

担
軽

減
の

た
め
高

等
職

業
訓
練
促
進
給
付
金
（
月
額

10
万

円
（
住

民
税

課
税

世
帯

は
月

額
7万

50
0円

）
、
上

限
４
年
、
課
程
修
了
ま
で
の
最

後
の

１
２
か

月
は

４
万

円
加

算
）
を
支

給
す
る
。

６
ひ
と
り
親
家
庭
高
等
職
業

訓
練

促
進

資
金

貸
付

事
業
（
Ｈ

27
年
度

創
設
（
補

正
）
）

・
平
成

29
年
度
貸
付
件

数
入

学
準

備
金
：

1,
97

7件
就

職
準

備
金

：
82

1件

高
等
職
業
訓
練
促
進
給
付
金

を
活

用
し
て
就

職
に
有

利
な
資

格
の

取
得

を
目

指
す
ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
の
促

進
を
図

る
た
め
、
高

等
職

業
訓

練
促

進
資

金
（
入

学
準
備
金

50
万
円
、
就
職
準

備
金

20
万

円
）
を
貸

し
付

け
る
。

７
高
等
学
校
卒
業
程
度

認
定

試
験

合
格

支
援

事
業
（
Ｈ

27
年
度

創
設
）

・
平
成

29
年

度
自
治
体
実

施
率

：
29

.4
％

（
26

6／
90

4）
・
事
前
相

談
：

20
1件

支
給

件
数

：
50

件

ひ
と
り
親
家
庭
の
親
又
は
児

童
が

高
卒

認
定

試
験

合
格

の
た
め
の

講
座

を
受

け
、

こ
れ
を
修
了
し
た
時
及
び
合
格

し
た
時

に
受

講
費

用
の

一
部

（
最

大
6割

、
上
限

15
万
円
）
を
支
給
す
る
。

（
※
）

1
1
5
自
治
体
（
都
道
府
県
、
政
令
市
、
中
核
市
の

合
計
）
、

9
0
4
自
治
体
（
都
道
府
県
、
市
、
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
の

合
計
）
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母
子

家
庭

等
自

立
支

援
給

付
金

の
拡

充

○
ひ
と

り
親
家
庭

の
親

が
、

よ
り

収
入
が
高

く
安
定
し

て
い
る

正
規
雇
用

と
し
て

就
業

す
る

こ
と

を
可

能
に

す
る

た
め

、
就
職

に
有

利
な

資
格

の
取

得
支
援

施
策
を

拡
充
す
る

。

看
護
師
、
准
看
護
師
等
の
資
格
取
得
の
た
め
に
養
成

機
関
で
修
学

す
る
場
合
の
生
活
費
の
負
担
軽
減
の
た
め
の
給
付
金

。
（
毎
月
最
大
1
0
万
円
、
3
6
月
上
限
）

①
の
給
付
金
の
受
給
者
の
入
学
準
備
金
（
5
0
万
円
）

及
び
就
職
準

備
金
（
2
0
万
円
）
の
貸
付
。

資
格
を
活
か
し
て
５
年
間
就
労
し
た
場
合
に
全
額
を

償
還
免
除
。

(
平
成
2
7
年
度
～
平
成
3
0
年
度
ま
で
の
貸
付
原
資
を

措
置
済
)

介
護
職
員
初
任
者
研
修
や
医
療
事
務
と
い
っ
た
資
格

取
得
の
た
め

の
講
座
の
受
講
費
用
の
一
部
を
給
付
。

（
受
講
費
用
の
６
割
、
上
限
2
0
万
円
）

①
高

等
職

業
訓

練
促

進
給

付
金

②
高

等
職

業
訓

練
促

進
資

金
貸

付
事

業

③
自

立
支

援
教

育
訓

練
給

付
金

○
支

給
月
額

の
増
額

国
家
試
験
対
策
や
実
習
に
伴
う
就
労
収
入
の
減
を
補
う
た
め
、
修
学
期
間
の

最
後
の
１
年
間
に
つ
い
て
増
額
。

住
民
税
非
課
税
世
帯

1
0
万
円
→
1
4
万
円

住
民
税
課
税
世
帯

7
万
5
百
円
→
1
1
万
5
百
円

○
支

給
期
間

の
伸
長

資
格
取
得
の
た
め
に
４
年
課
程
が
必
要
と
な
る
者
等
を
対
象
に
、
支
給
期
間

を
3
6
月
か
ら
4
8
月
に
伸
長
。

○
貸

付
原
資

等
の
確
保

平
成
3
1
年
度
～
平
成
3
4
年
度
ま
で
の
４
年
間
分
の
貸
付
原
資
等
を
補
助
。

（
平
成
3
0
年
度
補
正
予
算

）

○
対

象
資
格

の
拡
充

看
護
師
等
の
専
門
資
格
の
取
得
を
目
指
す
講
座
を
対
象
に
追
加
。

○
支

給
上
限

の
引
上
げ

上
記
の
対
象
資
格
の
拡
充
に
該
当
す
る
講
座
を
受
講
す
る
者
に
つ
い
て
、

2
0
万
円
→
8
0
万
円
（
2
0
万
円
×
修
学
年
数
）
に
引
上
げ
。

ひ
と

り
親

の
資

格
取

得
を

支
援

す
る

取
組

拡
充

内
容
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○
夜
間
・
休
日
を
含
め
利
用
し
や
す
く
、
簡
易
・
迅
速
な
養
育
費
の
取
り
決
め
や
確
保
を
サ
ポ
ー
ト
す
る
相
談
機
関
の
確
保
を
図
る
。

○
国
に
お
い
て
は
、
相
談
担
当
者
の
養
成
と
各
地
の
相
談
機
関
の
業
務
支
援
を
行
う
。

（
母
子
家
庭
）
（
父
子
家
庭
）

○
養
育
費
の
取
決
め
率
の
増

約
４
３
％

約
２
１
％

○
ひ
と
り
親
家
庭
の
生
活
の
安
定

○
養
育
費
の
受
給
率
の
増

約
２
４
％

約
３
％

○
ひ
と
り
親
家
庭
で
育
つ
子
ど
も
の
健
や
か
な
成
長

（
平
成
28
年
度
全
国
ひ
と
り
親
世
帯
等
調
査
）

○
養
育
費
に
係
る
各
種
手
続
等
に
関
す
る
分
か
り
や
す
い
情
報
の
提
供

→
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
へ
の
掲
載
、
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
等
の
作
成

○
地
方
公
共
団
体
等
に
お
い
て
養
育
費
相
談
に
対
応
す
る
人
材
の
養
成
の
た
め

の
各
種
研
修
会
の
実
施

○
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー
等
に
対
す
る
困
難
事
例
へ
の
支
援

○
母
子
家
庭
等
か
ら
の
電
話
、
メ
ー
ル
に
よ
る
相
談
対
応

【
委
託
先

:（
公
社
）
家
庭
問
題
情
報
セ
ン
タ
ー
（

FP
IC
）
】

○
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
に
よ
る
情
報
提
供

○
養
育
費
の
取
り
決
め
や
支
払
い
の
履
行
・

強
制
執
行
の
手
続
き
に
関
す
る
相
談
等

○
母
子
家
庭
等
へ
の
講
習
会
の
開
催

○
弁
護
士
に
よ
る
法
律
相
談
（
平
成
28
年
度
か
ら
）

母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン
タ
ー

・
研

修
・

サ
ポ

ー
ト

・
困

難
事

例
の

相
談

・
電
話
相
談
：
01
20

-9
65

-4
19
（
携
帯
電
話
、

PH
S以

外
）
、
03

-3
98
0-
41
08

・
メ
ー
ル
相
談
：

in
fo

@
yo

ui
ku

hi
.o

r.j
p

〔
相
談
時
間
：
平
日
（
水
曜
日
を
除
く
）
10
:0
0～

20
:0
0

水
曜
日
12
:0
0～

22
:0
0

土
・
祝
日
10
:0
0～

18
:0
0〕

（
参
考
）
平
成
30
年
度
実
績
：
・
相
談
延
べ
件
数
：
7,
51
6件

、
・
研
修
等
の
実
施
：
80
回

養
育
費
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
事
業

目
指
す
べ
き
方
向

養
育
費
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
設
置
の
趣
旨

養
育
費
の
相
談
支
援
の
仕
組
み

国
（
厚
生
労
働
省
）
が
養
育
費
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

に
委
託
し
て
実
施
（
平
成

19
年
度
創
設
）

地
方
自
治
体
（
都
道
府
県
等
）
が

直
営
又
は
委
託
し
て
実
施

（
参
考
）
平
成
29
年
度
実
績

都
道
府
県

指
定
都
市

中
核
市

合
計

47
か
所

20
か
所

45
か
所

11
2か

所
・
養
育
費
等
支
援
事
業
実
施
自
治
体
数
：
10
5自

治
体

養
育
費
専
門
相
談
員
に
よ
る
相
談
延
べ
件
数
：
5,
72
4件

養
育
費
専
門
相
談
員
の
設
置
：
35
か
所
、
46
名
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養
育
費
等
支
援
事
業
（
「
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業
」
の
メ
ニ
ュ
ー
事
業
の
一
つ
）

○
母
子
家
庭
の
母
等
の
養
育
費
の
確
保
の
た
め
、
身
近
な
地
域
で
の
養
育
費
の
取
り
決
め
な
ど
に
関
す
る
専
門
知
識
を
有
す
る
相
談
員
等
に
よ
る

相
談
対
応
や
、
継
続
的
な
生
活
支
援
を
必
要
と
し
て
い
る
家
庭
へ
の
支
援
を
総
合
的
に
行
う
こ
と
に
よ
り
、
母
子
家
庭
等
の
生
活
の
安
定
と
児
童
の

福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

目
的

○
養
育
費
に
関
す
る
専
門
知
識
を
有
す
る
相
談
員
を
配
置
し
、
①
養
育
費
取
得
の
た
め
の
取
り
決
め
や
支
払
い
の
履
行
・
強
制
執
行
の
手
続
に
関
す

る
相
談
や
、
②
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
等
に
よ
る
情
報
提
供
、
③
養
育
費
の
取
り
決
め
等
の
た
め
に
家
庭
裁
判
所
等
へ
訪
れ
る
際
の
同
行
支
援
、
④
講
演
会

の
開
催
等
を
実
施
す
る
。

○
弁
護
士
に
よ
る
離
婚
前
・
離
婚
後
の
養
育
費
取
得
の
た
め
の
取
り
決
め
や
支
払
い
の
履
行
・
強
制
執
行
に
関
す
る
法
律
相
談
を
実
施
す
る
。

○
地
域
の
母
子
生
活
支
援
施
設
等
の
相
談
・
支
援
機
能
を
活
用
し
て
、
そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ
を
活
か
し
た
相
談
等
の
生
活
支
援
を
継
続
的
に
行
う
。

事
業
内
容

○
養
育
費
相
談
に
お
い
て
は
、
養
育
費
の
取
り
決
め
を
促
進
す
る
観
点
か
ら
、

養
育
費
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
や
市
区
町
村
の
相
談
窓
口
等
の
関
係
機
関
と
の

連
携
を
図
り
、
積
極
的
に
離
婚
前
の
者
に
対
し
て
実
施
す
る
。

ま
た
、
平
日
夜
間
・
土
日
祝
日
や
、
Ｄ
Ｖ
被
害
者
等
へ
の
配
慮
な
ど
母
子

家
庭
の
母
等
の
生
活
実
態
や
ニ
ー
ズ
等
を
踏
ま
え
て
実
施
す
る
。

○
弁
護
士
相
談
は
、
養
育
費
の
ほ
か
、
離
婚
、
親
権
、
面
会
交
流
、
慰
謝
料

や
財
産
分
与
な
ど
の
法
律
問
題
に
も
応
じ
る
。

○
生
活
支
援
に
お
い
て
は
、
母
子
家
庭
の
母
等
の
職
場
や
家
庭
を
訪
問
す
る

巡
回
相
談
な
ど
の
継
続
的
な
生
活
支
援
を
行
う
と
と
も
に
、
地
域
の
母
子
・

父
子
自
立
支
援
員
や
相
談
関
係
者
と
密
接
な
連
携
を
図
る
。

実
施
体
制
・
実
施
方
法

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
・
市
区
・
福
祉
事
務
所
設

置
町
村

（
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
可

）
【
補
助
率
】
国
1/
2、

都
道
府
県
等
1/
2

【
令
和
元
年
度
予
算
】
母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援

事
業
(1
59
億
円
)の

内
数

連
携
・
協
力

養
育
費
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー

母
子
・
父
子
自
立
支
援
員

相
談
員

養
育
費
等
相
談

相
談
対
応
・
情
報
提
供
・
支
援

離
婚
前
後

弁
護
士

○
養
育
費
取
得
の
た
め
の
取
り
決
め
や

支
払
い
の
履
行
等
に
関
す
る
相
談

○
家
庭
裁
判
所
等
へ
の
同
行
支
援

○
家
庭
訪
問
等
の
継
続
的
な
生
活
支
援

な
ど
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面
会
交
流
支
援
事
業
（
「
母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
事
業
」
の
メ
ニ
ュ
ー
事
業
の
一
つ
）

○
平
成
２
３
年
６
月
に
公
布
さ
れ
た
民
法
改
正
法
に
お
い
て
協
議
離
婚
で
定
め
る
べ
き
「
子
の
監
護
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
」
と
し
て
、
親
子
の

面
会
交
流
が
明
示
さ
れ
た
。

○
面
会
交
流
が
子
ど
も
の
健
や
か
な
育
ち
を
確
保
す
る
上
で
有
意
義
で
あ
る
こ
と
、
養
育
費
を
支
払
う
意
欲
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
継
続

的
な
面
会
交
流
の
支
援
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
面
会
交
流
の
円
滑
な
実
施
を
図
る
。

目
的

※
平
成
24
年
度
か
ら
実
施

○
事
前
相
談
、
支
援
内
容
の
決
定
、
面
会
交
流
援
助
等
を
適
切
に
実
施
で
き
る
面
会
交
流
支
援
員
を
配
置

○
支
援
の
対
象

・
面
会
交
流
の
取
り
決
め
を
行
っ
て
い
て
、
父
母
間
で
合
意
が
あ
り
、
原
則
と
し
て
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
と
同
等
の
所
得
水
準
に
あ
る
、
概
ね

１
５
歳
未
満
の
子
ど
も
と
の
面
会
交
流
を
希
望
す
る
別
居
親
又
は
子
ど
も
と
別
居
親
と
の
面
会
交
流
を
希
望
す
る
同
居
親

○
別
居
親
又
は
同
居
親
か
ら
の
申
請
に
よ
り
、
両
者
に
対
し
必
ず
事
前
相
談
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
支
援
の
内
容
、
方
法
、
日
程
、

実
施
頻
度
等
を
記
載
し
た
面
会
交
流
支
援
計
画
を
作
成

○
支
援
計
画
に
基
づ
き
、
面
会
交
流
当
日
の
子
ど
も
の
引
き
取
り
、
相
手
方
へ
の
引
き
渡
し
、
交
流
の
場
に
付
き
添
う
な
ど
の
援
助
を
実
施

事
業
内
容

○
援
助
の
実
施
頻
度
は
原
則
と
し
て
１
月
に
１
回
ま
で
、
支
援
期
間
は

最
長
で
１
年
間

○
支
援
員
は
、
子
ど
も
の
受
け
渡
し
や
付
き
添
い
の
際
に
は
、
子
ど
も

の
心
情
に
十
分
配
慮
し
た
対
応
を
行
う

○
必
要
に
応
じ
、
可
能
な
範
囲
に
お
い
て
、
交
流
場
所
の
斡
旋
を
行
う

○
専
門
的
見
地
か
ら
の
指
導
・
助
言
が
で
き
る
民
間
団
体
等
に
再
委
託

も
可実
施
体
制
・
実
施
方
法

２
７
年
度

２
８
年
度

２
９
年
度

実
施
自
治
体
数

５
自
治
体

８
自
治
体

９
自
治
体
（
＊
）

相
談
件
数

６
０
２
件

７
４
２
件

１
，
２
０
５
件

支
援
実
施
ケ
ー
ス
数

２
１
ケ
ー
ス

５
５
ケ
ー
ス

７
７
ケ
ー
ス

円
滑
な
面
会
交
流
に
向
け
た
支
援

取
り
決
め
の
あ
る
面
会
交
流
の
日
程

調
整
、
場
所
の
斡
旋
、
ア
ド
バ
イ
ス
、

付
き
添
い

な
ど

＊
千
葉
県
、
東
京
都
、
熊
本
県
、
沖
縄
県
、
静
岡
市
、
浜
松
市
、
北
九
州
市
、
高
松
市
、
明
石
市

連
携
・
協
力

《
同
居
親

又
は
別
居
親
》

養
育

費
相

談
支

援
セ

ン
タ

ー
（

公
社

）
家

庭
問

題
情

報
セ

ン
タ

ー
等

《
事
業
実
施
主
体
》

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
・
市
区
・
福
祉
事
務
所
設

置
町
村

（
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
Ｎ
Ｐ
Ｏ

法
人
等
に
委
託
可
）

【
補
助
率
】
国
1/
2、

都
道
府
県
等
1/
2

【
令
和
元
年
度
予
算
】

母
子
家
庭
等
対
策
総
合
支
援
事
業

(1
59
億
円

)の
内
数
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離
婚
前
後
親
支
援
モ
デ
ル
事
業

【
新
規
】
（
令
和
元
年
度
～
）

＜
モ
デ
ル
事
業
イ
メ
ー
ジ
＞

○
離
婚
協
議
開
始
前
の
父
母
等
に
対
し
て
、
離
婚
が
子
ど
も
に
与
え
る
影
響
、
養
育
費
や
面
会
交
流
の
取
り
決
め
や
離
婚
後
の
生
活
を

考
え
る
機
会
を
提
供
す
る
た
め
、
講
座
の
開
催
や
ひ
と
り
親
家
庭
支
援
施
策
に
関
す
る
情
報
提
供
等
を
行
う
モ
デ
ル
事
業
を
新
た
に
実
施

す
る
。

＜
実
施
主
体
＞
都
道
府
県
・
市
・
特
別
区
・
福
祉
事
務
所
設
置
町
村
（
民
間
団
体
へ
の
委
託
可
）

＜
補
助
率
＞
国

1/
2

都
道
府
県
・
市
・
特
別
区
・
福
祉
事
務
所
設
置
町
村

1/
2

地
方
自
治
体

民
間
団
体

＜
事
業
の
全
部
又
は
一
部
を
委
託
可
＞

講
座
等
の
開
催

◆
親
支
援
講
座
の
受
講
者
を
対
象
に
、
ひ
と
り
親
向
け
の
支

援
施
策
や
相
談
窓
口
等
の
情
報
提
供
を
行
う
。

②
情
報
提
供

【
講
義
】

◆
離
婚
前
後
の
父
母
等
を
対
象
に
、
離
婚
が
子
ど
も
に
与
え

る
影
響
や
養
育
費
等
の
取
り
決
め
の
重
要
性
等
に
関
す
る

講
習
を
実
施
す
る
。

◆
講
義
を
行
う
者
の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
学
識
経
験
者
、

元
家
裁
調
査
官
な
ど
離
婚
問
題
に
関
し
知
見
を
有
す
る
者
、

父
母
教
育
プ
ロ
グ
ラ
ム
等
を
実
施
し
て
い
る
民
間
団
体
等

に
協
力
を
依
頼
す
る
。

【
グ
ル
ー
プ
討
議
】

◆
親
支
援
講
座
の
受
講
者
を
対
象
に
、
当
事
者
間
で
の
意
見

交
換
の
場
を
提
供
す
る
。

ま
た
、
様
々
な
立
場
の
当
事
者
の
意
見
を
聞
く
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
工
夫
も
行
う
。

①
親
支
援
講
座

○
子
ど
も
の
心
情
の
理
解

○
離
婚
後
の
生
活
や
子
育
て
に

関
す
る
不
安
を
軽
減

○
同
じ
境
遇
に
あ
る
当
事
者
と

の
交
流
な
ど
に
よ
り
、
孤
立
感

を
解
消

○
養
育
費
や
面
会
交
流
に
関
す

る
取
り
決
め
を
促
進

○
ひ
と
り
親
に
な
っ
て
間
も
な

い
段
階
か
ら
必
要
な
支
援
の
提

供
が
可
能
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１
．

目
的

離
婚
に

よ
る
ひ
と

り
親
世
帯
等
、
父
又
は
母

と
生

計
を
同
じ

く
し

て
い

な
い
児
童

が
育

成
さ
れ
る
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立
の
促
進

に
寄

与
す

る
た
め
、

当
該
児
童
に
つ
い
て
手
当

を
支

給
し
、
児

童
の

福
祉

の
増
進
を

図
る

。
（
平
成
22
年
８
月
よ
り
父
子
家
庭
も
対
象
）

２
．

支
給
対

象
者

18
歳
に

達
す
る
日

以
後
の
最
初
の
３
月
31
日

ま
で

の
間
に
あ

る
児

童
（

障
害
児
の

場
合

は
20
歳
未
満
）
を
監
護
す
る
母
、
監
護
し
、

か
つ

生
計

を
同
じ
く

す
る
父
又
は
養
育
す
る
者

（
祖

父
母
等
）

。

３
．

支
給
要

件
父

母
が

婚
姻
を
解

消
し
た
児
童
、
父
又
は
母

が
死

亡
し
た
児

童
、

父
又

は
母
が
一

定
程

度
の
障
害
の
状
態
に
あ
る
児
童
、
父
又
は
母
の

生
死

が
明

ら
か
で
な

い
児
童
な
ど
を
監
護
等
し

て
い

る
こ
と
。

※
た
だ
し
、

国
内
に

住
所

を
有

し
な

い
と

き
、

児
童
が
父
又
は
母
と
生
計
を
同
じ
く
す
る
と
き
、
母
又
は
父
の

配
偶

者
に

養
育

さ
れ

る
と

き
等

は
支

給
さ

れ
な

い
。

平
成
2
6
年
1
2月

よ
り

、
受

給
者

等
の

年
金

額
が
手
当
額
を
下
回
る
場
合
は
、
そ
の
差
額
分
の
手
当
を
支
給
。

４
．

手
当
月

額
（
平
成
31
年
４
月
～
）

・
児
童
１
人
の
場
合

全
部
支
給
：
４
２
，
９
１
０
円

一
部
支
給
：
４
２
，
９
０
０
円
か
ら
１
０
，
１
２
０
円
ま
で

・
児
童
２
人
以
上
の
加
算
額

[
２
人
目
]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
全
部
支
給
：
１
０
，
１
４
０
円

一
部
支
給
：
１
０
，
１
３
０
円
か
ら

５
，
０
７
０
円
ま
で

[
３
人

目
以

降
１

人
に
つ
き
]
 
全
部
支
給
：

６
，
０
８
０
円

一
部
支
給
：

６
，
０
７
０
円
か
ら

３
，
０
４
０
円
ま
で

５
．

所
得
制

限
限
度
額

（
収
入
ベ
ー
ス
）

・
全
部

支
給
（
２
人
世
帯
）

１
６
０

万
円

・
一
部

支
給
（
２
人
世
帯
）

３
６
５

万
円

６
．

受
給
状

況
・
平

成
30
年

３
月
末
現
在
の
受
給
者
数

９
７
３

，
１
８
８

人
（
母
：
9
1
4
,
6
9
1人

、
父
：
5
3
,
8
1
4
人
、
養
育
者
：
4
,
6
8
3
人
）

７
．

予
算
額

（
国
庫
負

担
分
）
［
令
和
元
年
度

予
算
］

２
，
０
７

４
．

８
億

円

８
．

手
当
の

支
給
主
体

及
び
費
用
負
担

・
支

給
主

体
：
都

道
府
県
、
市
及
び
福
祉

事
務
所

設
置
町
村

・
費
用

負
担
：
国

1
/3
 
 都

道
府
県
、
市
及

び
福

祉
事
務
所

設
置

町
村

2/
3

児
童
扶
養
手
当
制
度
の
概
要
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（
H
28
年
）
児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
概
要

○
児
童
扶
養
手
当
は
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立
の
促
進
に
寄
与
す
る
た
め
、
支
給
さ
れ
る
手
当
。
児
童
扶
養
手
当

の
額
は
、
月
額
４
万
２
千
円
（
平
成
27
年
度
）
。

○
児
童
の
数
に
応
じ
て
、
第
2子

に
つ
い
て
は
5千

円
、
第
３
子
以
降
に
つ
い
て
は
3千

円
の
加
算
額
が
支
給
さ
れ
る
。

○
手
当
額
（
加
算
額
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
、
物
価
ス
ラ
イ
ド
を
適
用
す
る
と
と
も
に
、
年
収
に
応
じ
て
支
給
額
を
逓
減
さ
せ

て
い
る
。

○
児
童
が
２
人
以
上
の
ひ
と
り
親
家
庭
の
経
済
的
負
担
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
に
、
第
２
子
に
係
る
加
算
額
を
５
千
円
か
ら

１
万
円
に
、
第
３
子
以
降
に
係
る
加
算
額
を
３
千
円
か
ら
６
千
円
に
見
直
す
。

○
加
算
額
に
つ
い
て
も
、
物
価
ス
ラ
イ
ド
を
適
用
す
る
と
と
も
に
、
年
収
に
応
じ
て
支
給
額
を
逓
減
（
※
）
さ
せ
る
。

（
※
）
支
給
額
の
逓
減
は
法
改
正
事
項
で
は
な
く
、
政
令
改
正
に
よ
り
対
応
。

○
平
成
28
年
８
月
１
日
施
行
（
平
成
28
年
12
月
か
ら
支
給
）

制
度
の
概
要

改
正
の
内
容

（
例
）

母
１
人
子
３
人
の
場
合
の
イ
メ
ー
ジ
図

＜
改
正
後
＞

46
0万

円

42
,0

00
円

第
1子

42
,0
00
円

第
3子

6,
00
0円

第
2子

10
,0
00
円

平
成
29
年
４
月
か
ら

物
価
ス
ラ
イ
ド
適
用

＜
改
正
前
＞

46
0万

円

42
,0

00
円

物
価
ス
ラ
イ
ド

適
用
済
み

第
1子

42
,0
00
円

物
価
ス
ラ
イ
ド

未
適
用

支
給
額

（
月
額
）

年
収

第
3子

3,
00
0円

第
2子

5,
00
0円

物
価
ス
ラ
イ
ド

適
用
済
み
年
収

支
給
額

（
月
額
）

22
7万

円
（
一
部
支
給
停
止
が
開
始
と
な
る
額
）

22
7万

円
（
一
部
支
給

停
止
が
開
始
と
な
る
額
）
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②

①

児
童
扶
養
手
当
所
得
制
限
限
度
額
の
引
上
げ
に
つ
い
て

○
全
部
支
給
所
得
制
限
限
度
額
を
13
0万

円
か
ら
16
0万

円
（
扶
養
親
族
等
の
数
が
1人

の
場
合
※
）
に
引
き
上
げ
る
。

※
扶
養
親
族
等
の
数
が
2人

の
場
合
：
17
1.
7万

円
か
ら
21
5.
7万

円
、
3人

の
場
合
：
22
7.
1万

円
か
ら
27
0万

円
○

20
18
年
（
平
成
30
年
）
８
月
分
（
12
月
支
給
）
か
ら
実
施
。

○
見
直
し
に
よ
り
、
一
部
支
給
か
ら
全
部
支
給
と
な
る
者
は
約
15
万
人
、
一
部
支
給
額
が
増
額
さ
れ
る
者
は
約
40
万
人

（
平
成
28
年
度
全
国
ひ
と
り
親
世
帯
等
調
査
結
果
に
基
づ
く
推
計
）
。

概
要

（
例
）
所
得
制
限
限
度
額
引
上
げ
の
イ
メ
ー
ジ
図
（
扶
養
親
族
等
の
数
が
１
人
の
場
合
）

支
給
月
額

42
,5

00
円

13
0万

円
（
一
部
支
給
停

止
が
開
始
と
な
る
額
）

36
5万

円
年
収

16
0万

円

全
部

支
給

一
部

支
給

最
大

5
,6

40
円

の
増

加

36
,8

60
円

10
,0

30
円

国
費
：
1,
71
1億

円
（
対
前
年
度
▲
72
.6
億
円
）

地
方
：
3,
42
3億

円
事
業
費
：
5,
13
4億

円
う
ち
、
所
得
制
限
限
度
額
引
上
げ
に
よ
る
所
要
額
（
４
か
月
分
）

国
費
：
14
.8
億
円

地
方
：
29
.7
億
円

事
業
費
：
44
.5
億
円

（
平
年
度
化
し
た
場
合

国
費
：
44
.5
億
円

地
方
：
89
.0
億
円

事
業
費
：
13
3.
5億

円
）

20
18
年
度
（
平
成
30
年
度
）
予
算

①
一

部
支
給
か
ら

全
部

支
給
と
な
る
者

②
一

部
支
給
額

が
増

額
さ
れ
る
者
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制
度

の
仕

組
み

を
見

直
し
、
毎
月
支
給
す
る
案

○
児

童
扶
養
手
当
の
支
払
回
数
に
つ
い
て
、
現
行
の
年
３
回
（
４
月

、
８
月
、

1
2
月
）
か
ら
年
６
回
（
１
月
、
３
月
、

５
月
、
７
月
、
９
月
、

1
1
月
）
に
見
直
す
。

2
0
1
8
（
平
成

3
0
）
年

４
月

支
払

８
月
支
払

1
2
月
支
払

2
0
1
7
.1

2
月

2
0
1
8
.１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

1
0
月

1
1
月

＜
現
行
＞

2
0
1
9
（
平
成

3
1
）
年

４
月

支
払

８
月
支
払

1
1
月
支
払

2
0
2
0
年

1
月
支
払

３
月

支
払

2
0
1
8
.1

2
月

2
0
1
9
.１
月

２
月

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

1
0
月

1
1
月

1
2
月

2
0
2
0
.１
月

２
月

＜
見
直
し
後
＞

奇
数

月
の

支
払

に
変

更

※
見

直
し
に
よ
る
最
初
の
支
払
（
20

1
9（
令
和
元
）
年

1
1月

支
払

）は
、
８
月

分
か
ら

1
0月

分
の

３
か
月
分
の
支
払
と
し
、
そ
れ
以
降
は
奇
数
月
に

２
か

月
分

を
支

払
う
。

※
毎

年
８
月

に
提

出
す
る
現
況
届
に
よ
る
手
当

額
の
改

定
は
、
地

方
自
治

体
の
事

務
処
理

期
間
を
考
慮
し
、

1
2月

支
払
分
以
降
か
ら
１
月
支
払

分
以

降
に
見

直
す
。

＜
参
考
＞

児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
衆
議
院
・
平
成

28
年

4月
20
日
）
抜
粋

○
児
童
扶
養
手
当
の
支
払
方
法
に
つ
い
て
は
、
地
方

公
共
団
体
に
お
け
る
手
当
の
支
給
実
務
の
負
担
等
を
考
慮
し
つ
つ
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
利
便
性
の
向
上
及
び
家

計
の
安
定
を
図
る
観
点

か
ら
、
支
給
回
数
を
含
め
、
所
要
の
改
善
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
自
立
を
促
す
観
点
か
ら
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
家
計

管
理
の
支
援
を
推
進
す
る
こ
と
。

＜
参
考
＞

児
童
扶
養
手
当
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議
（
参
議
院
・
平
成

28
年

4月
28
日
）
抜
粋

○
児
童
扶
養
手
当
の
支
払
方
法
に
つ
い
て
は
、
地
方

公
共
団
体
に
お
け
る
手
当
の
支
給
実
務
の
負
担
等
を
含
め
た
状
況
を
調
査
す
る
と
と
も
に
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
利

便
性
の
向
上
及
び
家
計
の
安
定
を
図
る
観
点
か
ら
、
支
給
回
数
に
つ
い
て
隔
月
支
給
に
す
る
こ
と
等
を
含
め
、
所
要
の
措
置
を
検
討
す
る
こ
と
。
ま
た
、
ひ
と
り
親
家
庭

の
自
立
を
促
す
観
点
か
ら
、
ひ
と
り
親
家
庭
の
家
計

管
理
の
支
援
を
推
進
す
る
こ
と
。

児
童

扶
養

手
当

の
支

払
回

数
の

見
直

し
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※
貸
付
金
の
件
数
・
金
額
と
も
約
９
割
が
、
児
童
の
修
学
資
金
関
係

○
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
は
、
配
偶
者
の
な
い
女
子
又
は
配
偶
者
の
な
い
男
子
で
あ
っ
て
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
等
に
対
し
、
そ
の

経
済
的
自
立
の
助
成
と
生
活
意
欲
の
助
長
を
図
り
、
あ
わ
せ
て
そ
の
扶
養
し
て
い
る
児
童
の
福
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。

○
母
子
及
び
父
子
並
び
に
寡
婦
福
祉
法
の
規
定
に
基
づ
き
行
わ
れ
て
い
る
。

目
的

①
母
子
福
祉
資
金
：
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
（
い
わ
ゆ
る
母
子
家
庭
の
母
）
、
母
子
・
父
子
福
祉
団
体

等
②

父
子
福
祉
資
金
：
配
偶
者
の
な
い
男
子
で
現
に
児
童
を
扶
養
し
て
い
る
も
の
（
い
わ
ゆ
る
父
子
家
庭
の
父
）
、
母
子
・
父
子
福
祉
団
体

等
（
平
成
２
６
年
１
０
月
１
日
よ
り
）

③
寡
婦
福
祉
資
金
：
寡
婦
（
配
偶
者
の
な
い
女
子
で
あ
っ
て
、
か
つ
て
配
偶
者
の
な
い
女
子
と
し
て
児
童
を
扶
養
し
て
い
た
こ
と
の
あ
る
も
の
）
等

対
象
者

①
事
業
開
始
資
金
、
②
事
業
継
続
資
金
、
③
修
学
資
金
、
④
技
能
習
得
資
金
、
⑤
修
業
資
金
、
⑥
就
職
支
度
資
金
、
⑦
医
療
介
護
資
金
、
⑧
生
活
資
金
、

⑨
住
宅
資
金
、
⑩
転
宅
資
金
、
⑪
就
学
支
度
資
金
、
⑫
結
婚
資
金
（
計
１
２
種
類
）

貸
付
金
の
種
類

○
利

子
：
貸
付
金
の
種
類
、
連
帯
保
証
人
の
有
無
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
無
利
子
ま
た
は
、
年
利
１
．
０
％

○
償
還
方
法
：
貸
付
金
の
種
類
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
一
定
の
据
え
置
き
期
間
の
後
、
３
年
～
２
０
年

貸
付
条
件
等

【
実
施
主
体
】
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市

【
負
担
割
合
】
国
２
／
３
、
都
道
府
県
・
指
定
都
市
・
中
核
市
１
／
３

【
令
和
元
年
度
予
算
】
３
１
．
２
億
円

実
施
主
体
等

①
母
子
福
祉
資
金
：
１
７
３
億
５
，
７
２
５
万
円
（
３
１
，
４
６
１
件
）

②
父
子
福
祉
資
金
：

６
億
５
，
３
６
０
万
円
（

１
，
３
３
４
件
）

③
寡
婦
福
祉
資
金
：

３
億
３
，
２
４
８
万
円
（

５
０
７
件
）

貸
付
実
績
《
平
成

29
年
度
》

母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
貸
付
金
制
度
の
概
要
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